
 

大山隠岐国立公園公式 SNS（Instagram及び Facebook）運用規則 

 

本規則は、大山隠岐国立公園公式 Instagram（https://www.instagram.com/daisenokinationalpark/）

及び大山隠岐国立公園公式 Facebook（https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E9%9A%A0%E5%B2% 

90%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92Daisen-Oki-National-Park-209406796282541/）（以下、「公

式 SNS」という。）のアカウントの運用に関する事務的な手続きに関する規則について定めます。 

 

1．投稿内容 

（１）大山隠岐国立公園公式 Instagram 

 ①大山隠岐国立公園の魅力を伝える写真 

（職員が撮影した写真に加え、大山隠岐国立公園国際パークサポーター等の関係者から提供された 

写真も対象にする。写真のタイトルには可能な範囲で英名を付す） 

 

（２）大山隠岐国立公園公式 Facebook 

①大山隠岐国立公園の魅力を伝える写真（上記 Instagramと写真を共用することを想定） 

（職員が撮影した写真に加え、大山隠岐国立公園国際パークサポーター等の関係者から提供された 

写真も対象にする。写真のタイトルには可能な範囲で英名と日本語による紹介記事を付す。） 

 ②大山隠岐国立公園の魅力を伝えるイベント紹介 

 （関係機関が実施するイベントを含む。） 

 ③その他、大山隠岐国立公園の魅力を伝えるための情報 

 

2．投稿担当 

 大山隠岐国立公園管理事務所、同松江管理官事務所及び隠岐管理官事務所の自然保護官補佐（以下、「担

当者」という。）が交代で投稿を担当することを基本とする。 

 

3．投稿頻度 

 大山隠岐国立公園公式 Instagram及び大山隠岐国立公園公式 Facebookについて、いずれも週 1回以上

の投稿を基本とする。 

 

4. 投稿フロー 

 別紙のとおりとする。 

 

5.投稿内容の削除等 

 大山隠岐国立公園公式 SNS（Instagram及び Facebook）運用方針「5.利用者による書き込みの削除」に

基づき、随時担当者が削除等を行う。 

 

 



6．その他の運用規則 

 基本的に大山隠岐国立公園公式 SNS（Instagram及び Facebook）運用方針に準拠する。 

 

＜別紙＞ 投稿フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook・Instagram への投稿 

・政策判断を要する内容 

・報道発表と連動した内容 

・その他、確認が必要と考えられる内容 

大山隠岐国立公園管理事務所 

企画官又は管理官 確認 

含まれる 

含まれない 

運用方針・規則に基づく 

投稿文書の作成・編集 

（投稿者） 


